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 満開の桜とともに、希望あふれる新年度がスタートいたしました。日頃より PTA 活動への温かいご理解とご

協力をいただき、また運営委員会への出席誠にありがとうございます。 

昨年度は皆様の多大なるサポートのおかげで、無事に活動を全うすることができました。改めて感謝申し上

げます。さて、今年度は私たち四小にとって、創立 70 周年という特別なアニバーサリーイヤーです。70 年前

から変わらずこどもたちを見守り続けてきた校舎や校庭には数えきれないほどの思い出が詰まっています。 

PTA としてもこの記念すべき 1 年を「こどもたちの笑顔あふれるような年にしたい」と考えています。伝統を

大切にしながらも今の時代に合った新しい PTA の形を皆さんと一緒に模索していければ幸いです。 

70 歳のお誕生日を祝うこの 1 年を楽しみながら活動していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

 

 日頃より PTA 活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。今年度から四小に赴任しました校長

の藤本です。価値観の多様化や地域の繋がりの希薄化等、PTA を取り巻く環境が難しくなっている昨今におい

て、本校では、まだまだ多くの保護者方々に PTA 活動へのご理解とご協力をいただけていることに心より感謝

申し上げます。 

学校としては、協力してくださる PTA 会員の方々のご意見を大切にし、無理のない形で参加しやすい PTA

活動が実現できるよう協力していきたいと考えております。また、PTA の協力に対し、ギブアンドテイクの形

で何らかのお礼ができるようにしていきたいとも考えております。 

これからもこどもたちが安心して学校生活が送れるよう、保護者と学校が協力し合いながら建設的に活動を

進めていければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 令和７年度の本部役員をはじめ各ＰＴＡ役員の皆様方には、たいへんお世話になりました。ありがとうござ

いました。そして、新しく令和８年度の本部役員になられた皆様、各クラス選出の諸役員の皆様、これから１年

間どうぞよろしくお願いいたします。 

新学期が始まり２か月近くが経ちますが、新一年生をはじめ四小のこどもたちは、日々元気に過ごしていま

す。それぞれが新しい学年で頑張りたいことを心に秘め、それを実践しようと張り切っています。それも、

日々各ご家庭がこどもたちを元気に送り出してくれているからだと思います。 

長い一年、途中で息切れやつまずきもあるかもしれません。その時はぜひ支え、励ましの声をかけていただ

ければと思います。 

これからも学校と PTA をはじめ保護者の皆様と協力しながら、教育活動を進めていきましょう。 

今後とも、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。 
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 入学前から折に触れて、説明させていただく機会をいただきますが、四小青少対とは何だろうと思われてい

る方も多いのではないでしょうか。私も我が子が入学したばかりの時は、同じでした。 

 わかってきたのは、PTA の役員になり行事に関りを持つようになってからです。我が家は一人っ子で、私も

主人も小平には顔見知りはいませんでした。公園デビューや幼稚園を経て多少の顔見知りは出来ましたが、身

内は離れたところに住んでいるので、直ぐに助けにきて貰えるわけではありません。そんな時に頼りになるの

が、ご近所さんやママ友といった顔見知りの大人たちです。 

 こればかりは、自分から関わりを持たないと作る事が出来ません。それは、親もこどもも一緒です。その関

わりを作っていく、キッカケ作りをする役割をになっているのが、青少対だと思っています。 

 行事に参加をしてみる。ボランティアをやってみる。一緒に行事を作ってみる。どんな関わり方でもよいと

思います。顔見知りの大人やこどもを一人でも多くつくってみませんか。 

 青少対に関わりを持ったことで、私も息子も顔見知りが沢山できました。それが、住んでいる地域を安全で

生活しやすい環境にしていくことに繋がっていきます。 

 どうぞ、青少対をよろしくお願いいたします。 

 

 

✾ 民生児童委員 勝見様 ✾ 

民生児童委員は現在、小平市に 110 名程おります。その活動は、地域住民の身近な相談相手として生活上の

困りごとを解決するために、行政や関係機関へつなぐ役割を果たしております。厚生労働大臣から委嘱されたボ

ランティア活動として位置づけられます。 

 こどもたちを皆様と一緒に見守り、地域のより良い生活に貢献できるように努めております。民生児童委員

は法律で定められた厳格な守秘義務があるため、相談した内容が周囲や外部に漏れることはありません。お住

いの地域で相談したいことや、詳しく知りたいことがある場合は、自治体の福祉担当課や社会福祉協議会まで

お問い合わせください。 

 

民生児童委員 勝見 宜史 

事務局：小平市健康福祉部福祉政策課  ０４２ー３４６ー９５３７ 

 

 

 

✾ 放課後こども教室実行委員長 下村様 ✾ 

放課後こども教室は今年度も活動が始まっております。皆様にすでにおたよりが配布されておりますが、全

児童対象のこども教室です。いろいろな事業を展開しております。こどもたちがたくさんの経験を通して、人

とふれあい、豊かな時間を過ごしながら人としての幅を広げられたら嬉しいと大人たちも楽しみながら企画を

立てています。こどもたちが大きくなった時、四小には面白い人がいたな！と思い出してもらえたらと大人も

夢中に話し合って楽しんでいます。願いは「自分の気持ちを自分の言葉で相手に伝えられるこども」です。 

今年度は四小 70 周年です。こども教室も何かできるかなと。お楽しみに。 

放課後子ども教室四小地区 実行委員長 下村咲子 

 

  

✾ 四小青少対副会長 奥野様 ✾ 
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運営委員会は、PTA 総会に次ぐ決定機関です。運営委員会に参加される委員の方には、PTA 会員の代表者と

しての意識をもって、決議に参加していただきたいと思います。 

 

今年度の定数は次のようになります。 

・学校より  副校長先生（PTA 代表）、会計担当の先生…定数（２） 

・本部役員  代表、書記、会計…定数（６） 

・全学年委員会より 全学年担当、各学年の学年委員…定数（１４） 

（学年の議決権については各学年のクラス数の票が認められています）           

・広報委員会より 広報担当…定数（１） 

・地区委員会より 委員長、小 P 運営青少対係…定数（９） 

◎今年度は、定数（３２）とします。 

 
  全学年委員会 

 

【活動報告】 

  ４月   第１回 全学年委員会 

 
【活動予定】 

  ７月   第２回 全学年委員会 

    

広報委員会

 

【活動報告】 

  ４月   第１回 広報委員会（CTR １２：００～１３：１５） 

  ５月   夕やけ２１7 号掲載用 2 年生「グリーンピースさやむき」取材 

       夕やけ 2１７号掲載用 １年生「そら豆さやむき」取材 

       夕やけ 2１７号掲載用 ３年生「自転車安全教室」取材 

       夕やけ２１7 号掲載用 6 年生「救命講習」取材 

       夕やけ２１６号教職員の撮影、試し刷り、学校、PTA 内にてチェック 

 

【活動予定】 

  ６月   夕やけ２１6 号発注 

       夕やけ２１6 号配布 

       第２回 広報委員会（LINE 開催） 

       夕やけ 2１７号掲載用 ２年生「とうもろこしの皮むき」取材 

  ７月   １年生「とうもろこしの皮むき」取材  

       ４年生「水道キャラバン」取材  

       ２年生「枝豆収穫」取材  

       ６年生「着衣泳」取材  

       １年生「どんぐり拾い」「さつまいも掘り」 

  １０月  第３回 広報委員会（LINE 開催予定）  

       「運動会」取材  

       「委員会活動」取材  

       「クラブ活動」取材  

   ※この他、行事が決まり次第、随時取材を行います。 

定数の確認 
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地区委員会 

 

＜活動報告＞ 

毎月   登校指導 

４月   第 1 回 地区委員会 

５月   小平市青少年対策四小地区委員会、総会 

     第 1 回 青少対委員会 

     「みまもってるよプレート」「こども１１０番のいえ」 協力依頼 

 

＜今後の予定＞ 

  毎月   登校指導 

６月   「登校指導報告書 みまもってるよ」発行  

「こども１１０番のいえ」アンケート回収 

       「みまもってるよプレート」作成、配布  

       「みまもってるよプレートを掲示される皆様へ」発行  

       ぼうさいクエスト（６/２７） ボランティア参加 

       二酸化窒素簡易測定 

  ７月   通学路合同点検 

「こども１１０番のいえ 利用について」「こども１１０番のいえ マップ」発行  

       「こども１１０番のいえ」継続利用者へ資料郵送  

  ９月   第１回 青少対まつり実行委員会（委員長・青少対係） 

       小 P 連部門別交流会出席（委員長） 

       「スズメバチ注意のお知らせ」発行 

  １０月  第 2 回 青少対まつり実行委員会（委員長・青少対係） 

  １１月  第 3 回 青少対まつり実行委員会（委員長・青少対係） 

第 2 回 地区委員会 

青少対まつり（１１/２１） 
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同好会報告 

 
 
 
 

 

＜活動報告＞ 

５月 15 日  四小ワールドカフェ 11：00～12：30 四小家庭科室 

 

＜今後の予定＞ 

５月 30 日  親の会（企画参加）午前中 カモミールぷらす 

６月 19 日  こそだての道しるべ（スクールカウンセラーとの相談会） 

10：00～12：00 ナラミールーム 

９月 27 日  北多摩親の会 進路学習会（講演会・交流会） 

13：00～17：00 小平市福祉会館 4 階小ホール 

10 月 17 日 こそだての道しるべ 夜間 中央公民館 

 

対象：子育てに困り感のある小平市在住の保護者 

申込：ホームページ QR を確認して直接会場へ 

 

  

四小親カフェ～ ぷらっときっず同好会 
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PTA 本部 

 

＜活動報告＞ 

【四小関係】 

  ４月   第１回 本部・常任委員会（本部、全学年担、広報担当、地区委員長） 

  ５月   第１回 運営委員会（本部、全学年担当、全学年委員、広報担当、地区委員長、地域交流係） 

       運営だより①発行（書記） 

       ＰＴＡ会費集金のおたより配布（会計） 

 

【小 P 連関係】 

  ５月   第１回 理事会（代表） 

  

【青少対関係】 

  ５月   第１回 青少対定例会（代表、地区委員長） 

 

【放課後子ども教室関係】 

  ４月   第１回 放課後子ども教室（代表） 

  ５月   第２回 放課後子ども教室（代表） 

 

＜今後の予定＞ 

【四小関係】 
  ６月   ＰＴＡ会費集金（会計） 

       ＰＴＡ会費再集金（会計） 

７月～９月  臨時運営委員会 
９月   茶話会（本部、全学年担、広報担当、地区委員長） 

選考だより①発行（書記） 
 １０月   第２回 本部・常任委員会（本部、全学年担、広報担当、地区委員長） 

選考だより②発行（書記） 
１１月   互選会（本部、全学年担、広報担当、地区委員長） 

７０周年式典（本部） 
 
【小Ｐ連関係】 

６月   会長交流会（代表） 
  ９月   ハーフタイム会（代表） 

部門別交流会（代表） 
 １０月   第２回 理事会（代表） 
 
【青少対関係】 
  ６月   ぼうさいクエスト（本部、地区委員長） 
  ９月   第２回 定例会・第１回 青少対まつり実行委員会（代表、地区委員長） 

１０月   第２回 青少対まつり実行委員会（代表、地区委員長） 

１１月   第３回 青少対まつり実行委員会（代表、地区委員長） 
       青少対まつり（本部、地区委員長、地区委員） 
【放課後子ども教室】 
  ６月   第３回 放課後こども教室 （代表） 
  ７月   第４回 放課後こども教室（代表） 
       臨時 放課後こども教室 夏休みスペシャル（代表） 
  ９月   第５回 放課後こども教室（代表） 
 １０月   第６回 放課後こども教室（代表） 
 １１月   第７回 放課後こども教室（代表） 
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会計報告 
 

① 集金について  

今年度より、集金方法を振り込みに変更したく、運営委員会の承認をもって実行に移したいと考えています。  

支援学級含む全学年、教職員を２回に分けて集金期間を設けることで、集計作業は本部会計のみでの実施が

可能なので、学年委員の皆様の作業はなくなります。  

集金は１年～３年、ならのみ、こげらは６月１日（月）～６月５日（金）、４年～６年、教職員は６月８日

（月）～６月１２日（金）、再集金は６月１５日（月）〜１９日（金）に行います。なお、現金による集金

希望者の対応は、本部会計で行う予定です 

 

② 転出入についての報告 

4 月の転出入は、転出者なし／転入３名となります。 

 

③ 活動費について  

本日、運営委員会後に、各委員会および同好会に活動費を支給します。受け取られましたら、金額を確認し

て、代表者様の署名をいただきたいと思います。  

その際に、一緒にお渡しする会計報告書用紙は、年度末３月１３日（土）開催予定の運営委員会にてご提出

いただきますので、各自で保管をお願いいたします。  

領収書の取り扱いについてもご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

④ 積立金についての報告 

予算に従い、本年度分を積み立てました。ゆうちょ銀行定期貯金は昨年度より金利が上昇したため、現在ま

での OA 機器積立金を解約し、本年度積み立てし直す予定です。周年積立金は、本年度分までが７０周年用

として使用され、来年度から８０周年用の積み立てとなります。 
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議事（承認されました） 

 

1. 予算編成委員会発足について 

予算編成委員会を発足します。同委員会は、本部役員、各委員会委員長、各同好会代表で構成されます。

（PTA 会則より）予算編成については、同委員会に一任していただきます。 

 

2. 本部役員・会計監査選考委員会発足について 

本部役員等選考委員会を発足します。同委員会は、常任委員会で構成されます。（PTA 会則より） 

選考方法等については同委員会に一任していただき、内容について「選考だより」にて会員に報告させて

いただきます。 

   

3. 会費の集金方法について 

今年度から会費の集金方法を現金徴収から原則振込への変更を考えています。理由は現在、小平市の小

学校の中で現金での集金を続けているのは四小のみとなり、また下記のメリットが見込まれるためです。 

 

【変更によるメリット】 

・学年委員の集金お手伝いを廃止することで集計や確認作業がなくなり負担が軽減される。 

・集金日を単日から複数日へ拡大することができ、利便性が向上する。 

・こどもたちが現金を持って登校する心配や、紛失・盗難のリスクがなくなる。 

 

【手数料について】 

振込手数料は各ご家庭でのご負担となります。下記のような方法を活用いただくことで、手数料を

無料（またはお安く）抑えることが可能です。※手数料の負担については、今後見直していくことも

考えています。 

・ゆうちょ銀行同士の送金（アプリやゆうちょダイレクトの利用） 

・銀行の振込アプリ（他行宛て無料枠の活用） 

・ネットバンキングの活用  など 

 

4. ７０周年予算の承認について 

別紙発行の７０周年予算書をご確認ください。 
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報告 
 

① 今年度の選考について 

詳細につきましては、後日発行の選考だよりをご確認ください。 

 

② 役員名簿について 

役員名簿は、別途配布します。 

 

③ 四小安全パトロールの廃止について 

近年の協力者の減少に加え、プレートを掲示することで居住学区や行動範囲が特定されてしまうとい

った、プライバシーや防犯上の不安を懸念する声が寄せられたため、パトロールプレートの運用を今

年度より廃止します。 

 

④ 保険について 

 

●普通傷害保険と賠償責任保険の加入 

＜普通傷害保険について＞ 

PTA 規約に基づき、会員（児童・教員・保護者）向けに普通傷害保険に加入しています。総会ま

たは運営委員会を通った PTA 主催または共催の行事（往復含む）における傷害について補償する

ものです。保険料は１世帯当たり１１0 円です。 

＜PTA 賠償責任保険について＞ 

PTA 主催行事の遂行中に PTA 側に過失があり、その過失が原因で発生した事故（対人・対物・

借用物賠償）につき、PTA が負担する法律上の賠償責任の費用を補償するものです。 

保険料は１団体当たり５,000 円です 

 

●保険について 

・ PTA 活動をされる際は、「活動・実踏計画書」を一週間前までに（名前はフルネームで記入）

提出してください。運営委員会での報告・承認をお願いいたします。 

・ 印刷作業のみの場合は「活動・実踏計画書」の提出は不要です。但し、印刷ノート（ピンクのフ

ァイル）に記録すること。 

・ 四小学区外での活動や、自宅から実施場所までの往復は対象です。 

・ 活動に連れてくる未就学児、四小在校生以外の兄弟姉妹は対象になりません。 

・ 食中毒、熱中症は対象外です。 

・ 物損の場合は修理、破棄する前に現状を写真（携帯可）で撮影しておいてください。活動後は事

故がなかったかの確認をし、あった際は翌日までに保険担当代表までご連絡ください。 

 

☆代表者の方は、活動が終わった時には必ず怪我がなかったかの確認と、気を付けて帰宅するようお

声がけを忘れずにお願いいたします。万が一、事故や怪我などが起こってしまった場合は、翌日ま

でに保険担当の代表までご連絡ください。 
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—本部からのお願い— 

コミュニティルーム使用時の注意 

・コミュニティルームのカレンダーに、開始時間と終了時間の両方を記入してください。 

・コミュニティルームの鍵は２階「職員室」で借りる。 
 その際に、職員室前のホワイトボードへ日時、所属先名、名前を記入する。 

職員室が閉まっている時間帯や休日は１階「事務室」で借りる。 
 

退出時のチェック 

・パソコン、印刷機、プリンターは、コンセントは抜かずに
．．．．．．．．．．

電源が切れていること 

・シュレッダー、電気ポット、扇風機、エアコン、ガスストーブの元栓、コンセントが抜かれていること 

・窓の戸締りがしてあること 

・部屋の電気が消してあること 

・施錠して、鍵を２階「職員室」または１階「事務室」へ返却する。 
 

学校訪問時の注意 

・名札（保護者証）を着用してきてください。 

・上履き（スリッパ）をお持ちください。 

・自転車は南門（プール側）より入って給食室側に停めてください。 

・検温、基本的な感染対策をお願いいたします。 

・３７.５℃以上の発熱、諸症状（咽頭痛、倦怠感、咳）があるなどの場合は来校をお控えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和８年度 PTA 本部連絡先＞ 

r8yonshopta@gmail.com 

 

問い合わせ・質問等ある方はこちらの連絡先にお願いいたします。 

 

 

 

 
次回 

第２回運営委員会 
１１月２８日（土） 開催予定 

 

—ナラミールーム使用上の注意について— 

ナラミールームを使用される方は、各委員に配布してあります『ナラミールーム使用上の注意』に従い、 

ご使用ください。よろしくお願いいたします。 


